
 

 

 低価格入札者に対する排除措置等の見直し  

低入札を繰り返す業者を入札から排除する「低価格入札者排除措置」に

おいて、排除措置の対象を調査基準基本価格（最低制限基本価格）未満の

応札に見直すとともに、調査基準基本価格・最低制限基本価格及びランダ

ム係数値を事後公表する。 

（現状）「調査基準価格（最低制限価格）」を下回った入札を低入札排除措置 

の対象とする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（見直し後）「調査基準基本価格（最低制限基本価格）」を下回った入札を低

入札排除措置の対象とする。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

＜適用時期＞ 

令和８年４月以降に開札を行う工事からの適用（ランダム係数値の公表は関連 

システムの改修後）を予定している。 

 

排除措置カウント対象とする入札 
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＝係数の最小値(1.000)を乗じた額 
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